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石油精製業を取り巻く環境変化と産業再編

杉 浦 勝 章
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1　はじめに

　日本の石油精製業界の産業再編は、最終局面に入

ろうとしている。1980 年代に 15 社以上存在してい

た石油元売企業は、2019 年に 5 社まで減少する予定

である。その背景には、国内の需給構造の変化、国

際環境の変化、そして石油産業政策の変化がある。

本稿ではこれらの変化を分析し、石油精製業の産業

再編にもたらす影響を明らかにすることを目的とし

ている。また、産業再編の結果、石油精製業の産業

配置、すなわち製油所の立地がどのように再編され

るのか、あるいは産業配置が産業再編に影響を与え

るのか否かについて分析を加えていく。

　石油は、経済発展を支えるエネルギー・素材であ

るとともに、安全保障政策にも影響を与える戦略的

資源でもある。しかしながら、日本では原油のほぼ

全量を輸入に依存する状況であり、その円滑な調達

は常に経済運営の大きな課題となってきた。このた

め、石油および石油製品の生産、流通に関する研究

は、多くの研究者によって蓄積されてきた。

　ここでは、それらを網羅的に列挙するのではなく、

本稿の問題意識に関連の近い最近の論考のいくつか

を取り上げて、検討を加えてみたい1。

　日本の石油産業について、応用経営史という立場

から詳細な分析を加えているのが、橘川武郎による

一連の研究である。たとえば、橘川（2012）におい

ては、日本の石油産業の弱点として、上流部門（開

発・生産）と下流部門（精製・販売）の分断、石油

企業の過多・過小という 2 点をあげている。

　本稿との関連では、下流部門のうちの精製部門に

おける企業の乱立が、石油産業政策によってどのよ

うに変化したのかが課題となる。橘川は産業の脆弱

性が政府による規制を必要とし、その規制がさらに

産業を脆弱なものにするという相互増幅作用の存在

を指摘している。

　一方で 90 年代以降、規制緩和が進展したものの、

業界の体質改善にはつながっていないと指摘してい

る。その理由として、規制緩和が外的要因（規制緩

和を求める社会的風潮）によって進められたことを

あげている。しかし、なぜ外的要因による規制緩和

では、体質改善につながらないのかという点につい

ては、明確な指摘はなされていない。本稿ではこの

点を一つの分析課題として取り上げてみたい。

　政府関係の報告書では、経済産業省の石油産業競

争力研究会（2018）において、製油所・コンビナー

トの国際競争力の低さが指摘され、その向上のため

に、資本の壁を越えた事業連携の必要性が主張され

ている。この点は、資源エネルギー庁資源・燃料部

（2014）においてもすでに、石油精製業者の経営基

盤強化のためには、資本・地理・業種の壁を越えた

連携の推進が必要であるとされている2。

　つまり、政府の認識は、一定程度再編の進んだ現

状においてもなお、業界を超えた事業連携によって

さらなる再編を進める必要があるというものであ
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る。この認識は、産業再編における政策の影響を考

える上で、留意しておかなければならない点である

と考えられる。

　また、こうした視点は、前述の橘川および平野ら

による主張が反映されているものと考えられる3。

　他方、業界側の報告書とも言うべき石油連盟

（2018）においては、「1999 年 4 月の日本石油と三菱

石油の合併を契機にして、過去にない規模とスピー

ドで再編が進みました」（P.16）とし、それ以降の

再編動向に触れた後、「業界再編の動きが続いてい

ます」（同）と表現している。また、石油産業の経

営基盤の強化に向けてという項においては、上述し

た石油産業競争力研究会の報告書に触れているもの

の、さらなる再編の必要性については論じられてい

ない。個別企業の集合体である業界団体の性格を考

えれば当然とはいえるが、業界側の姿勢は、政府側

ほど再編に前向きではないととらえることができ

る。このような姿勢の違いが、近年の石油精製業に

おける産業再編の性質にどのような影響を与えてい

るのかについても、本稿では分析を加えてみたい。

2　日本の石油精製業の現状

（1）需給構造の変化

　日本国内の石油需要は、縮小を続けてきた。2 度

の石油危機を経て、石油依存度の低減を図る各種の

脱石油政策が展開されてきたことに伴い、石油化学

工業等の需要家産業においても石油から天然ガスへ

図 1　原油処理能力と設計能力稼働率の推移
資料：石油連盟『今日の石油産業 2018』

図 2　石油産業（石油精製・元売全社）の売上高・経常利益の推移
資料：図 1 に同じ
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の原料転換などが進められてきた。

　また、地球温暖化対策の観点からも、自動車の燃

費改善等の省エネルギー技術の開発、再生エネルギ

ーへの転換等、石油消費の削減が図られている。

　加えて、近年の人口減少も石油消費の減少に拍車

をかけており、今後もその傾向は継続すると考えら

れる。

　こうした状況の下で、石油精製業でも設備能力の

削減を進めることで、対応を図ろうとしてきた。

　図 1 は、日本の石油精製業の原油処理能力と設計

能力稼働率の推移である。石油危機後の能力削減か

ら 2000 年までは能力を拡大させてきたが、それ以

降は一貫して能力の削減を進めており、設備稼働率

の向上を果たしてきた。

　しかし、売上高と経常利益を示した図 2 を見てみ

ると、売上高は 2000 年代に入り拡大傾向にあるも

のの、経常利益はマイナスとなる年もあるなど、乱

高下を繰り返している。売上高の拡大には図 3 に示

すような原油価格の高騰が背景にあると考えられ、

設備稼働率の向上、売上高の拡大が利益の増大には

つながっていないととらえることができる。

（2）エネルギー構成

　前述のように、日本は石油への依存度低下を図っ

てきた。1970 年代には 7 割程度であった石油依存度

は、原発事故の影響により上昇することもあったも

のの、現在では 4 割程度にまで低下している。しか

し表 1 に示すように、依然として先進国の中では、

石油依存度の高い国である。また、周知のようにそ

の石油は、中東からの輸入に依存しており、2016 年

の原油輸入のうち約 86％が中東からの輸入となっ

ている。

　地球温暖化対策等の環境面からだけではなく、エ

ネルギーの安定供給（エネルギー安全保障）の観点

からも、石油依存度の低下が求められているのであ

る。

（3）シェール革命の影響

　2000 年代後半からアメリカにおいて始まったシェ

ール革命 4 も、日本の石油精製業には大きな影響を

図 3　原油価格の推移
注：ドバイ原油の年平均スポット価格

資料：World Bank “World Bank Commodity Price Data : The Pink Sheet”

表 1　主要国のエネルギー構成比（2017 年）

石油 天然ガス 石炭 原子力 水力 再生可能
日本 41.3% 22.1% 26.4% 1.4% 3.9% 4.9%

アメリカ 40.9% 28.4% 14.9% 8.6% 3.0% 4.2%
イギリス 39.9% 35.4% 4.7% 8.3% 0.7% 11.0%
ドイツ 35.8% 23.1% 21.3% 5.1% 1.3% 13.4%

フランス 33.5% 16.2% 3.8% 37.9% 4.7% 4.0%
中国 19.4% 6.6% 60.4% 1.8% 8.3% 3.4%

ロシア 21.9% 52.3% 13.2% 6.6% 5.9% 0.0%

資料：BP “BP Statistical Review of World Energy June 2018”
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与えている。

　アメリカの原油生産量は、1970 年の 963.7 万バレ

ル／日をピークに以後は減少を続け、2008 年には

500 万バレル／日まで減少した。ここからシェール

革命の影響によって、2017 年は 935.2 万バレル／日

とピーク時に肩を並べる水準にまで拡大している

（図 4 および図 5）。

　これに伴って、1975 年から禁止されていたアメリ

カからの原油輸出は、2015 年 12 月に解禁された5。

また、石油製品に関しては、2011 年から純輸出国と

なっている。

　こうしたアメリカの動きは、OPEC の生産戦略の

曖昧さとも相まって、世界的に原油および石油製品

の供給過多状態を生み出している。当然のことなが

ら、日本の石油精製業にも影響を及ぼし、生産能力

削減への圧力を加えることになっている。

（4）東アジア諸国の動向

　シェール革命に加えて、東アジア諸国における石

油精製能力の拡大も日本の石油精製業には大きな影

響を及ぼしている。中国をはじめとする東アジア諸

国の経済成長は、石油製品消費量の拡大をもたらす

とともに、生成能力の拡大も生じさせている。

　表 2 と表 3 は、東アジア諸国の石油消費量と石油

精製能力の変化を示したものである。1980 年と

2017 年の比較で、日本は石油消費量を 18.7％、石

油精製能力を 40.8％減少させているのに対して、中

国では石油消費量が 7.5 倍、石油精製能力が 8.0 倍、

韓国でも同 5.9 倍、5.3 倍と急激に拡大させている。

　また、日本は石油消費量が石油精製能力を上回っ

ているのに対して、中国、韓国は石油消費量よりも

石油精製能力が大きく、両国からの低価格の石油製

品供給が生じやすい状況となっている。この状況も

図 4　アメリカ原油生産量の推移
資料：U.S. Energy Information Administration 公表資料

図 5　アメリカ主要 7地域におけるシェールオイル生産量の推移
資料：図 4 に同じ
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また、日本の石油精製能力の過剰感をもたらすこと

につながっている。

3　石油産業政策の変遷

（1）石油業法

　ここまで、日本の石油精製業をとりまく環境変化

を見ることによって、石油精製能力の削減が必要と

され、その実現のための産業再編が求められる状況

について検討を加えた。次にこの産業再編のあり方

を左右してきた、日本の石油産業政策の変遷につい

て、とくに近年の政策に焦点を当てて見てみたい。

　戦後、外貨割当制度によって原油および石油製品

の輸入がコントロールされていたが、貿易自由化の

進展に伴って、新たな規制の枠組みが必要とされる

ことになった。そこで、1962 年に施行されたのが石

油業法である。

　石油業法は、①通商産業大臣による石油供給計画

の作成、②石油精製業の許可制、③特定の精製設備

の新・増設の許可制、④石油製品生産計画・石油製

品輸入計画の届出制、⑤必要な場合における通商産

業大臣の石油製品販売価格の標準額の告示などを定

めていた6。

　政府による石油精製業の需給調整によって、石油

の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることを名目と

しつつ、民族資本企業の保護・育成を目指すもので

あった。

　しかし 1980 年代中頃から、規制緩和の流れに伴

って、石油産業においても自由化の方向性が検討さ

れることとなった。後述する特石法の導入と廃止等

の規制改革を経て、2001 年に石油業法が廃止され、

備蓄と品質確保に関する規制を除いて、石油産業の

完全自由化が達成されたのである。

　石油業法は、石油精製設備の許可を民族資本企業

に優先的に行うことで、民族資本企業の育成・保護

に貢献した一方で、国際競争力を持つ世界的企業を

発生させることを妨げてきたと評価されている。

　この石油業法が廃止されたことによって、中堅以

下の企業の退出を促すとともに、大手企業に事業が

集約されることによる産業再編が進展することとな

った。

（2）特定石油製品輸入暫定措置法

　石油産業への規制改革が議論される中で、第一弾

の規制緩和として実施されたのが、1986 年に施行さ

れた特定石油製品輸入暫定措置法（特石法）である。

　特石法は、中東産油国の供給力拡大を背景に、石

油製品の輸入自由化圧力が高まる中で策定された。

一定の秩序の下で特定石油製品（ガソリン・灯油・

軽油）の輸入を促進することを目的とするとされて

いるが、輸入は貯油能力、品質調整能力、国内代替

生産能力を有する事業者に限定されており、実質的

には元売事業者に限定するものであった。

　すなわち石油製品の輸入自由化を名目としていた

が、輸入を元売事業者に限定することによって、輸

入の急拡大を防いでいたのである。

表 2　東アジア諸国の石油消費量
（単位：千バレル／日、倍）

1980 1990 2000 2010 2017 2017/1980
日本 4,905 5,240 5,542 4,442 3,988 0.81
中国 1,707 2,297 4,697 9,436 12,799 7.50
韓国 476 1,041 2,260 2,370 2,796 5.88
台湾 364 586 913 1,045 1,051 2.89

資料：表 1 に同じ

表 3　東アジア諸国の石油精製能力
（単位：千バレル／日、倍）

1980 1990 2000 2010 2017 2017/1980
日本 5,643 4,324 5,010 4,291 3,343 0.59
中国 1,805 2,892 5,407 11,604 14,513 8.04
韓国 608 798 2,316 2,774 3,246 5.34
台湾 542 570 732 1,197 1,083 2.00

資料：表 1 に同じ
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　この特石法は、10 年間の時限立法であり、1996

年に期限を迎えた。その間、様々な行政指導や運用

のあり方が見直され、特石法の廃止とあわせて、石

油製品の安定供給の確保から効率的な供給の実現へ

と政策の方向性が転換された。そして前述のように、

石油業法の廃止と併せて、石油産業は自由化の時代

へと入っていったのである。

（3）エネルギー供給構造高度化法

　2009 年に施行されたエネルギー供給構造高度化

法 7 は、エネルギー供給事業者に対して、再生可能

エネルギーの利用と化石エネルギーの有効活用を促

進することを目的としている。

　経済産業省は、利用目標等のガイドラインを策定

し、エネルギー供給事業者に対して目標達成のため

の計画提出を義務づけた。

　このうち石油精製事業者に対しては、原油等の有

効活用のために、重質油分解装置の装備率の引き上

げをガイドラインとして示した。施行時のガイドラ

イン8 では、数値目標に加えて実施方法として、装

置の新設・増設、常圧蒸留装置の削減があげられて

いる。

　さらにガイドラインは 2014 年に改正され9、重質

油分解装置を残油処理装置と改めて目標となる装備

率をより高い水準に設定した。

　ここで注目されるのが、新たなガイドラインでは、

目標達成のための計画において事業再編の方針を併

せて示し、その取組状況についての経済産業大臣へ

の定期的な報告が求められたことである。

　各石油精製事業者から提出された計画では、「全

体的には、（1）設備最適化の措置は、当面、自社の

原油処理能力を抑制（公称能力の削減等）する方針

であるとしつつ、他社との連携の検討結果を踏まえ

決定するとする社が多く見られ、（2）事業再編の方

針は、概ね、他社との連携を検討する用意があると

するのが大きな方向性」10 であった。

　つまり、当初の目的は環境対策に主眼が置かれて

いたが、改正後は事業再編、さらには企業間の連携

の促進へと力点が変更されているととらえることが

できる。その背景には、次項で示す産業競争力強化

法の策定があげられるのである。

（4）産業競争力強化法

　産業競争力強化法は、いわゆるアベノミクスの第

3 の矢である日本再興戦略に盛り込まれた施策を円

滑に実施することを目的として、2014 年に施行され

た法律である。

　一連の規制改革とともに、産業の新陳代謝を促す

として、産業の「創業期」「成長期」「成熟期」「停

滞期」といった発展段階に合わせた支援策を盛り込

んでいる。

　本稿の問題意識に関連するものとして、事業再編

1962年7月 　 石油業法
1973年12月 　 緊急時石油二法（国民生活安定緊急措置法、石油需給適正化法）
1976年4月 　 石油備蓄法
1977年5月 　 揮発油販売業法
1986年1月 　 特定石油製品輸入暫定措置法（特石法）
1987年7月 　 二次精製設備許可の弾力化
1989年3月 　 ガソリンの生産枠（PQ)指導の廃止
1989年10月 　 灯油の在庫指導の廃止
1990年3月 　 SS建設指導と転籍ルールの廃止
1991年9月 　 一次精製設備許可の弾力化
1992年3月 　 原油処理指導の廃止
1993年3月 　 重油関税割当制度（TQ)の廃止
1996年3月 　 特石法の廃止
1996年4月 　 揮発油等の品質の確保等に関する法律（品確法）

 揮発油販売業法の改正
 石油備蓄法改正

1997年7月 　 石油製品輸出承認制度見直し
1997年12月 　 SSの供給元証明制度の廃止
1998年4月 　 有人給油方式のセルフSS解禁
2001年12月 　 石油業法の廃止
2009年8月 　 エネルギー供給構造高度化法（高度化法）
2010年6月 　 地下貯蔵タンクの漏洩対策の義務づけ

表 4　石油関連規制と規制改革の推移

資料：石油連盟『今日の石油産業 2018』から一部抜粋
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を促進するための各種税制措置に加えて、同法の第

50 条には「政府は、事業者による事業再編の実施

の円滑化のために必要があると認めるときは、商品

若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供

給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査

を行い、その結果を公表するものとする」とある。

　すなわち、調査によって再編を促す一方で、再編

を実施した企業には各種の優遇措置を適用するとい

う、アメとムチとも言える政府主導の産業再編を実

施しようとしているのである11。

　この第 50 条に基づいて、市場構造に関する調査

を最初に実施されたのが、石油精製業であった12。

その調査報告において、売上高営業利益率や価格の

下落率等の分析から「我が国の石油精製業は、概ね

過剰供給構造にあると認められる」（P.22）と結論

づけられた。

　そして、石油精製業の産業競争力強化に向けた課

題として、過剰精製能力の解消、統合運営による設

備最適化等の製油所の生産性向上、戦略的な原油調

達、公正・透明な価格決定メカニズム等の構築、海

外事業等の充実による国際的な総合エネルギー企業

への成長があげられている。

　これらの課題を解決するために、冒頭に挙げた政

府の各報告書と同様、「今後、石油精製業者は、『資

本の壁』や『地理的な壁』を超えた事業再編等に積

極的に取り組むことが期待される」（P.24）という

指摘がなされたのである。

　以上のように、石油産業政策の変遷を見てくると、

1980 年代後半から 90 年代にかけて、特石法や石油

業法の廃止によって、自由化に向けて舵を切った石

油産業であったが、2014 年のエネルギー供給構造高

度化法のガイドライン改正、産業競争力強化法の施

行とそれに基づく調査報告の公表によって、再び政

府主導による産業再編へと方向転換が図られたとと

らえることができるのである。

4　産業再編の動向

（1）1980 年代の産業再編

　ここまで、石油精製業を取り巻く環境変化と、そ

の環境に対応するための産業政策について検討を加

えてきた。こうした環境変化や産業政策の変遷が、

石油精製業の産業再編にどのように影響を与えてき

たのかについて、1980 年代、90 年代～ 2000 年代と

現在（2010 年代）の産業再編を比較することで分析

してみたい。

　まず 1980 年代の産業再編について、その背景を

あらためて整理すると、2 度の石油危機を経て欧米

メジャー（国際石油資本：セブンシスターズ）から

OPEC 等の産油国へ価格決定権がシフトしたことに

よって、石油製品に対する需要の大幅な減少をもた

らし、世界的に、とりわけ先進国において、原油処

理能力の削減が進められることになった。

　わが国では、需要減少への対応として、1981 年に

通商産業省の石油審議会石油部会小委員会が「今後

の石油産業界のあり方について」とする報告を公表

した。ここでは過剰設備の処理が必要不可欠である

とし、処理を通じて企業の合理化・集約化の促進が

期待されるとしている。

　この報告を受けて、石油精製設備の能力削減が進

められ、1980 年の 594 万バレル／日から 1990 年に

は 455 万バレル／日へと、2 割を超える 139 万バレ

ル／日の設備能力が削減された。

　同時に、元売事業者の再編も進められ、1985 年に

は昭和石油とシェル石油の合併により昭和シェル石

油が、1986 年には大協石油、丸善石油、（旧）コス

モ石油の合併によりコスモ石油が誕生した。また、

日本石油と三菱石油、エッソ石油とゼネラル石油、

モービル石油とキグナス石油の間で、それぞれ事業

提携が実施された。

　このように 1980 年代の再編は、政府主導によっ

て進められたととらえることができる13。

（2）1990 年代～ 2000 年代の産業再編

　1990 年代に入ると、ロシア、中国、南米諸国等の

新興国における石油企業の台頭が見られるようにな

る。また、地球環境問題への対応から、石油産業で

は環境対策投資の増大も必要となった。こうした環

境変化に対応するため、セブンシスターズと呼ばれ

た欧米メジャーにおいても再編が進められ、2000

年前後には 4 社にまで集約されることとなった（図

6）14。

　国内では先述したように、特石法、石油業法等の

廃止によって、石油産業の自由化が進められていた。

したがって、この間の国内の産業再編は、業界主導

によって進められたととらえることができる。
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　この間の主な再編事例として、1992 年の日本鉱業

と共同石油の合併によるジャパンエナジー、1999 年

の日本石油と三菱石油の合併による日石三菱、2000

年の東燃とゼネラル石油の合併による東燃ゼネラル

石油、2002 年のエッソ石油とモービル石油の合併に

よるエクソンモービルの誕生などがあげられる。

　ただし、ジャパンエナジーは同一グループ内の精

製企業と販売企業の合併であり、東燃ゼネラル石油

とエクソンモービルは、親会社であるエクソンとモ

ービルの合併によるものである。したがって純粋に

資本の枠を超えた合併と言えるのは、日石三菱の事

例のみである。

　また、この期間の再編の特徴として、事業提携に

とどまることが多く、上記の事例のような設備能力

の削減や設備の廃棄にまで至るケースは少なかった

ことが挙げられる。業界主導による再編においては、

企業のシェアを失うような戦略は採用されにくかっ

たものと考えられる。

　一方で、少数ではあるが、2002 年の出光興産の兵

庫製油所（姫路市）の設備廃棄に際し、新日本石油

の水島および大阪製油所から石油製品の融通を実施

するというような立地を考慮した事業提携の事例も

見られた。

　石油精製業は製品の差別化が少ないため、設備を

廃棄するに当たって立地を考慮せずとも製品を調達

することが相対的に容易な産業である。したがって、

事業提携を前提に設備廃棄を実施する事例は、この

特性を活用したものとして指摘することができる。

（3）2010 年代の産業再編

　2010 年代の再編は、先述したエネルギー供給構造

高度化法、産業競争力強化法といった政策の影響を

強く受けた形で進められてきた。

　2010 年の新日本石油とジャパンエナジーの統合に

よる JX 日鉱日石エネルギーの誕生が、産業再編を

再加速する契機となった。

　2012 年にはエクソンモービルグループが東燃ゼネ

ラル石油を中心としたグループに体制を移行、さら

に 2014 年には三井石油から資本譲渡を受けた。

　2015 年には出光興産と昭和シェル石油が統合に向

けた協議を開始する。出光創業家の反対により統合

は延期されたものの、結果的に 2019 年に統合する

ことになった。

　さらに 2017 年には、JX エネルギーと東燃ゼネラ

ル石油グループの統合により JXTG エネルギーが

誕生し、石油業界は JXTG エネルギー、出光昭和

シェル、コスモ石油の主要 3 グループにまで集約さ

れた。

　冒頭の図 1 に示したように、1990 ～ 2000 年代の

石油精製能力の削減は、大きくは進まなかった。し

テキサス
(米)1902

エクソン
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図 6　セブンシスターズの再編
資料：オイルリポート社『石油年鑑 1999/2000』、各社ウェブサイトをもとに筆者作成
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かし上述の再編の進展を受けて、2010 年代には製油

所の閉鎖を含む石油精製能力の削減が急激に進めら

れることになった。

　2011 年には昭和シェル石油グループの東亜石油京

浜製油所扇町工場（12 万バレル／日）、2013 年には

コスモ石油坂出製油所（14 万バレル／日）、2014 年

には JX 日鉱日石エネルギー室蘭製油所（18 万バレ

ル／日）、出光興産徳山製油所（12 万バレル／日）、

2015 年には南西石油西原製油所（10 万バレル／日）

がいずれも精製設備を停止している。

　加えて JX グループでは 2017 年に、水島、麻里

布、鹿島石油鹿島の各製油所がそれぞれ精製能力の

削減を行うなど、各社の製油所において精製能力の

調整が進められている。

　こうした石油精製能力の削減は、必ずしも立地を

考慮した形では進められてこなかった。その理由は

先にも見たように、石油精製業では石油化学工業と

異なり、生産品目の差別化が少ないことが挙げられ

る。このため他社からの製品融通を受けやすいとい

う特徴がある。

　たとえば出光興産は徳山製油所の石油精製停止に

より西日本の精製拠点を持たないことになったが、

徳山製油所の供給地域には JX の大分製油所から 4

万バレル／日の石油製品の供給を受け、逆に北海道

製油所から JX の室蘭製油所が供給していた地域に

対して同量の製品供給を実施する相互取引を実施し

ている。

　ただし、石油精製業における再編の進展によって、

各企業の保有する設備の数が増加したため、今後は

立地を考慮した生産能力の調整も容易になると考え

られる。

　なお、これらの石油精製能力の削減の結果、エネ

ルギー供給構造高度化法の第二次告示（2014 年）で

目標とされた残油処理装置の装備率 50％は達成さ

れることになった15。ただしその達成は、装備率の

分子である残油処理装置の設備増強よりも、分母で

ある石油精製能力の削減による部分が大きい。

　残油処理装置の設備増強を実施したのは、富士石

油と太陽石油のみであり、しかもこの 2 社は 1 製油

所のみを保有する企業に対する特例措置の対象企業
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図 7　日本の石油元売事業者の再編動向
資料：石油連盟『今日の石油産業 2018』をもとに一部改変
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である。その他の企業は、常圧蒸留装置の能力削減

により、装備率を向上させている（表 6）。

　結果として、経済産業省の意図する事業再編が進

展したものととらえることができる。したがって、

2010 年代の再編は再び政府主導によって進められた

と指摘できるのである。

5　結びに代えて

　ここまで日本の石油精製業を取り巻く環境の変化

と、それに対する産業政策の変遷、そしてその影響

を受けた産業再編の動向について分析を加えてき

た。

　日本の石油精製業においては、人口減少や省エネ

ルギー技術の進展による需要の減少、シェールオイ

ルの増産や東アジア諸国における石油製品の生産拡

大による競争の激化によって、その経営環境は厳し

い状況に置かれている。各企業では、設備能力の削

減により設備稼働率を向上させ利益率の向上を図る

取組が進められてきた。

　一方で、戦略的資源である石油およびその関連製

品を生産する石油精製業には、政策による様々な介

入が実施されてきた。当初は石油業法をはじめとす

る保護主義的な政策が中心であったが、1980 年代以

降の規制緩和の流れに沿った一連の自由化は、競争

力の弱い企業の退出を促し、産業再編の進展をもた

らすこととなった。

　本稿の結論の一つとして、1990 年代～ 2000 年代

にかけての産業再編は、企業主導の、すなわち経営

環境の変化に対応するために、企業の意思によって

再編が進められたのに対し、2010 年代以降の産業再

編は、エネルギー供給構造高度化法、産業競争力強

化法を通じた国主導の再編へと再び転じたことがあ

げられる。

　設備能力の削減に重点が置かれた結果、製油所の

配置が最適となるような再編の組み合わせになって

いるとは限らず、立地面から考えると効率的な再編

とは言いがたい状況となっている。このことは再編

が進展したにもかかわらず、利益率の向上にさほど

つながっていない要因の一つとなっていると考えら

れる。

　冒頭に設定した課題への結論として、企業主導の

再編ではなく国主導の再編の場合には、再編の実現

自体が優先されることにより、立地面での最適化が

考慮されていないため、その効果が十分には発揮さ

れていないと指摘することができる。

　ただし、石油製品は他の基礎素材産業とは異なり、

製品差別化の度合いが小さく、再編により生産拠点

を失った地域において、他社からの供給を受けるこ

とが比較的容易であることには、留意しておく必要

があろう。

　また、産業再編の進展がほぼ最終段階となり、上

位企業がほぼ 3 グループに統合されたことによっ

て、今後は立地面での最適化を図る新たな局面を迎

えることが想定される。その影響の分析が必要とな

るであろう。

　なお、本稿では石油精製業の川下に当たる石油化

学工業との関連については検討の対象としなかっ

た。この点は稿を改めて検討してみたい。

表 6　エネルギー供給構造高度化法第二次告示への各社の対応

残油処理装置装備率 常圧蒸留装置の
能力削減（万バ
レル／日）　 　

取組内容 
（数値の単位は万バレル／日）

2014 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日
JX エネルギー 46.2% 51.2% 14.3 水島 6、麻里布 0.7、鹿島 7.6 の公称能力削減

東燃ゼネラル石油 35.9% 40.6% 8.15 川崎 3.3、千葉 2.3、堺 2.1、和歌山 0.45 の公
称能力削減

出光興産 51.5% 57.2% 5.5 北海道 1、千葉 3、愛知 1.5 の公称能力削減

コスモ石油 43.4% 49.0% 5.2
千葉 4.3、四日市 4.6 の公称能力削減、四日
市は常圧蒸留装置１基廃止 
3.7 は昭和シェル石油から供給

昭和シェル石油 59.4% 64.8% 3.7 3.7 をコスモ石油へ供給
富士石油 48.3% 52.4% - ユリカ装置 0.3、FCC0.3 増強
太陽石油 24.6% 23.2% ▲ 2 RFCC0.3 増強

注：グループ企業の数値も含む
資料：資源エネルギー庁および各社プレスリリースをもとに筆者作成
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注

1　 基礎素材産業の立地再編に関する先行研究について

は、杉浦（2001）および杉浦（2017）等を参照された

い。

2　 石油精製業と石油化学工業の連携の必要性について

は、杉浦（2002）も参照されたい。

3　 稲葉、橘川、平野（2013）などにおける主張。

4　 シェール革命についてはすでに各所で論じられてい

る。ここでは差し当たって、資源エネルギー庁（2015）

を参照文献としてあげておく。なお一般にシェール革

命には、シェールガスの生産拡大の影響も含まれてい

るが、本稿ではシェールオイルの生産拡大の影響を主

に取り上げている。

5　 石油危機時の中東諸国からの禁輸措置への対応として

輸出が禁止されてきた。ただしカナダへの輸出など一

部は例外とされていた。またコンデンセートの輸出

は、2014 年に原油に先立って解禁されている。

6　 資源エネルギー庁（2018）。

7　 正式名称は、エネルギー供給事業者による非化石エネ

ルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用

の促進に関する法律。

8　 石油等の有効な利用に関する石油精製業者の判断の基

準（平成 22 年経済産業省告示第 161 号）。

9　 平成 26 年度以降の 3 年間についての原油等の有効な

利用に関する石油精製業者の判断の基準（平成 26 年

経済産業省告示第 164 号）。

10　経済産業省ニュースリリース「エネルギー供給構造高

度化法に基づく目標達成計画が提出されました　―石

油精製業の設備最適化と事業再編に向けた取組の現状

―」2014 年 11 月 4 日。

11　ただし、経済産業省による同法の逐条解説において

は、「政府が特定の事業分野や個別企業の再編を主導

したり、個別の企業が企図する事業再編の必要性を判

断する趣旨の制度ではない」（P.212）としている。

12　2014 年 6 月に『石油精製業の市場構造に関する調査

報告』が公表され、次いで 2014 年 11 月に石油化学産

業、2015 年 6 月に板ガラス産業についての報告書が

公表された。

13　JXTG エネルギーがウェブサイト上で公表している

『石油便覧』における記述でも、石油審議会石油部会

小委員会の提言に沿って、過剰設備の処理と元売会社

の集約化が進められたと指摘されている。

14　近年はこの 4 社にトタルとコノコフィリップスを加え

た 6 社をスーパーメジャーズと呼ぶ。また、サウジア

ラムコ（サウジアラビア）、ペトロナス（マレーシア）、

ペトロブラス（ブラジル）、ガスプロム（ロシア）、中

国石油天然気集団公司、イラン国営石油、ベネズエラ

国営石油会社という主要国営企業 7 社を新セブンシス

ターズと呼ぶこともある。

15　2017 年 10 月には第 3 次告示が示され、原油処理量に

対する減圧蒸留残渣油の特定残油処理装置への通油量

を減圧蒸留残渣処理率とし、これを 7.5％程度まで向

上させることが目標とされた。
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